
6 日午前、西支部の会員から「8 月末で保険証が切れた。子どもが医者に行きたいので保険証がほしい。ど
うしたらいいか」と電話が入りました。事情を聞くと「国保税は納めているが、市民税が払い切れていない」

「滞納が大きいので短期証になったのではないか」ということでした。春日井市に確認したところ、本人のい

うとおり「国保税」は 22年度以降はしっかり納付されていました。
23 年度分についてもちゃんと納付してあったことから、市役所へ相談に行って、当面、今年度分を納めて

いくことで保険証の交付を受けました。

短期証の交付は3,000件超、いまだに「とめおき」（未交付・期限切れ）が1000件余

春日井市の保健医療年金課に確認したところ現在 3000 件をこえる世帯に短期保険証が交付されているとの
こと。

昨年 9 月に保健医療年金課との話し合いをおこなったときに「短期証 3600 件」「とめおき 1200 件」との回
答があり、1年経過しても、充分な努力が尽くされているとは言い難い数字になっています。

行政は社会保障として国保を運営せよ-短期証は正規証に、未交付者はなくせ！

国民健康保険は社会保障として行政が責任を持って運営し、国保税の納付の有無にかかわらず、市民の命と

健康を守る観点で厳密に運用されなければなりません。残念ながら、この 1 年の変化は、市民の命をないがし
ろにしているあらわれです。「短期保険証はただちに正規保険証に、未交付の世帯にはただちに交付を」の要

求を強めましょう。

全商連創立60年にむけて、120部の商工新聞拡大に挑戦中！
春日井民商では、民商の全国組織である全商連が創立 60年を迎えるにあたり、
大きな組織を作ろうとこの 9 月に 120 部の商工新聞拡大に挑戦しています。森
山会長を先頭に役員が奮闘し、49 人の商工新聞読者を増やしあと 71 部で目標を

達成できます（9 月 6
日現在）。役員だけで

できる数ではありませ

ん。会員の皆さんの協

力をお願いします。

11月6日(日)に実施します！
「まつり」を盛り上げるアイディア募集中です！

最寄りの役員または事務所までお知らせください

第2回実行委員会 9月22日(木)におこないます
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春日井民商共済会総会
9月15日(木) 午後７時～

春日井民商事務所２階

今年もバスハイクやります
10月2日(日) 妻籠&南木曾温泉

定員45名 参加費 3,000円です
※共済会加入者のみ、未加入の方はこの機会にぜ

ひ加入してください。定数になり次第締め切り

ます。

会場 榮太郎です（参加費1,000円）

9月の無料法律相談は

9月12日(月)午後４時～
相談希望の方は電話で予約ください

81-1482 まで

目標達成まであと71部


